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 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１項及び第４項の規定

に基づき監査を行ったので、その結果を同条第９項の規定により次のとおり公

表する。 

 

令和２年３月３０日 

 

                 精華町監査委員  船 戸   明 

 

                    同     安 宅  昭 

 

令和元年度定期監査の結果について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１項及び第４項の規定

により定期監査を実施したので、同条第９項及び第１０項の規定に基づき、そ

の結果について次のとおり意見を付して報告します。 

 なお、同条第１２項の規定により、当該監査の結果に基づき又は監査の結果

を参考として措置を講じたときは、その旨を監査委員まで通知してください。 

 

第１ 監査の概要 

 １ 監査の期間 

   令和元年９月３０日から令和２年３月２３日まで 

 

 ２ 監査対象部局 

監査対象部局 

総務部 財政課、情報政策室 

住民部 総合窓口課、税務課、国保医療課 

健康福祉環境部 ほうその保育所、いけたに保育所、こまだ保育所 

事業部 監理課、都市整備課 

会計管理者 会計課 

消防本部 総務課、警防課 

教育部 学校教育課、生涯学習課 
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議会事務局 議会事務局 

 

 ３ 監査の対象 

 （１）補助金等 

   ア 平成３０年度に支出した補助金等のうち、１団体又は１個人に対す

る支出金額が８，０００千円以上のものを対象とする。この場合にお

いては、当該団体又は個人に対して令和元年度に支出した補助金等も

対象とする。 

   イ アに該当する補助金等が１件のみの部局にあっては、アに該当する

補助金等に加えて、平成３０年度に支出した補助金等のうち、総支出

金額が最大となる補助金等も対象とする。 

   ウ アに該当する補助金等が無い部局にあっては、平成３０年度に支出

した補助金等のうち、総支出金額が上位２件となる補助金等を対象と

する。 

監査対象部局 補助金等名 

都市整備課 ① 民間施設ブロック塀等緊急安全対策促進事

業費補助金  

② 木造住宅耐震改修等事業費補助金 

消防本部総務課 ① 消防団運営費 

消防本部警防課 ① 自主防災組織活動助成金 

教育部学校教育課 ① 私立幼稚園補助金  

② 私立幼稚園就園奨励費補助金 

教育部生涯学習課 ① 社会教育関係団体活動費補助金 

議会事務局 ① 議会政務活動費 

   ※ 補助金等は、負担金、補助及び交付金（節１９）の補助金（細節

２）に該当するものとする。 

 （２）平成３０年度定期監査において指導した事項の改善状況 

 

 ４ 監査の着眼点 

（１）補助金等 

ア 必要に応じて要綱等が整備されているか。 
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イ 精華町補助金等の交付に関する規則及び個別の要綱等に基づき、交

付手続が適正に行われているか。 

   ウ 補助金等の支出方法や交付時期は適正か。 

エ 書類に形式上の不備はないか。 

（２）平成３０年度定期監査において指導した事項の改善状況 

    平成３０年度定期監査において指導した事項が改善されているか。 

     

 ５ 監査の方法 

   監査対象部局に対し以下資料の提出を求め書面調査を実施するとともに、 

令和２年２月７日及び２５日に関係職員から説明を聴取した。 

  ※監査資料 

ア 補助金等 

  （ア）補助金調査票（指定様式） 

  （イ）調査票で指定した補助金交付事務に係る一連の書類 

  （ウ）補助金交付について定めた要領や内規等 

  イ 平成３０年度定期監査において指導した事項の改善状況 

    平成３０年度定期監査指導事項等改善状況（指定様式） 

 

第２ 監査の結果及び意見 

１ 補助金等 

（１）精華町補助金等の交付に関する規則及び個別の要綱等に基づき、交付

手続が適正に行われているか。 

  ア 消防団運営費 

    起案文書や補助事業者等から提出のあった書類において、補助金等

の交付申請のあった事業の実施に係る経費が補助金等の交付対象とな

る経費であるかどうか、補助事業等の成果が補助金等の交付決定の内

容等に適合するかどうかが不明確であった。 

当該補助金等の交付対象となる経費は、精華町消防団の運営費の交

付に関する要綱第７条各号に掲げる経費であるが、補助金等の交付決

定に当たっては、精華町補助金等の交付に関する規則（以下「補助金



 - 4 - 

規則」という。）第５条の規定により、補助事業等の目的及び内容が

適正であるかどうかを審査し、また、補助事業等の完了の報告を受け

たときは、補助金規則第１２条の規定により、補助事業等の成果が補

助金等の交付決定の内容等に適合するかどうかを審査等することとさ

れている。 

よって、補助金等の交付決定に当たっては、事業計画書及び収支予

算書等により、補助金等の交付申請のあった事業の実施に係る経費が

補助金等の交付対象となる経費であるかどうかを審査し、また、実績

報告後の履行確認においては、実績報告書及び収支決算書等により、

補助事業等の成果が補助金等の交付決定の内容等に適合するかどうか

を審査されたい。 

なお、補助金等の交付申請書に収支予算書が添付されていなかった

ため、これを添付するよう補助事業者等に対して求められたい。 

  イ 社会教育関係団体活動費補助金 

    起案文書や補助事業者等から提出のあった書類において、補助金等

の交付申請のあった事業が補助金等の交付対象となる事業であるかど

うか、補助事業等の成果が補助金等の交付決定の内容等に適合するか

どうかが不明確であり、また、このことにより補助金等の交付金額の

積算根拠についても起案上不明確であった。 

当該補助金等の交付対象となる事業は、精華町社会教育関係団体活

動費補助金交付要綱第３条各号に掲げる事業であるが、補助金等の交

付決定に当たっては、補助金規則第５条の規定により、補助事業等の

目的及び内容が適正であるかどうかを審査し、また、補助事業等の完

了の報告を受けたときは、補助金規則第１２条の規定により、補助事

業等の成果が補助金等の交付決定の内容等に適合するかどうかを審査

等することとされている。 

よって、補助金等の交付決定に当たっては、事業計画書及び収支予

算書等により、補助金等の交付申請のあった事業が補助金等の交付対

象となる事業であるかどうかを審査した上で、精華町社会教育関係団

体活動費補助金交付要綱第４条の規定により補助金等の交付金額を積
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算されたい。また、実績報告後の履行確認においては、実績報告書及

び収支決算書等により、補助事業等の成果が補助金等の交付決定の内

容等に適合するかどうかを審査されたい。 

 （２）補助金等の支出方法や交付時期は適正か。 

   ア 補助金等の支出方法について 

     法第２３２条の５第１項では「普通地方公共団体の支出は、債権者 

のためでなければ、これをすることができない。」と規定されており、 

支出に当たっては、①債務金額が確定し、②支払いの期限が到来して

おり、③支出の相手方が正当な債権者であることが必要である。この

通常の支出方法に対して、同条第２項では「政令の定めるところによ

り、資金前渡、概算払、前金払、繰替払、隔地払又は口座振替の方法

によってこれをすることができる。」として、支出方法の特例が規定

されており、補助金等の支出については、概算払と前金払によること

ができる。 

     概算払は、債務金額の確定前になされる支出であるため、事後にお

いては精算を行い、概算払をした金額の過不足の有無を確認し、過渡

しであったときには返納を、不足であったときには追加支払をするも

のであり、概算払をした場合は、概算払をした金額の過不足が無いと

きでも、必ず精算を行わなければならない。 

     そのため、精華町会計規則第６４条第１項では「資金前渡を受けた

者は用件終了後、直ちに精算書を作成し、証拠書類を添え、収支命令

者を経由して会計管理者に提出しなければならない。」と規定されて

おり、同規則第６７条第２項では「第６４条の規定は、概算払の精算

についてこれを準用する。」と規定されている。 

     一方、前金払は、相手方の義務履行前又は給付すべき時期の到来前

に、債務金額が確定している場合に限って行うことができ、しかも、

その金額は契約又は法令によって確定されるものであり、後日不履行

その他の事由によって客観的に金額の異動を生ずる場合のほかは、そ

の本質上精算を伴わないものとされている。 

   （ア）社会教育関係団体活動費補助金 
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      起案文書において、前金払を行う理由や、前金払を行う時点で債

務金額が確定しているかどうかが不明確であった。 

 上記のとおり、前金払は、相手方の義務履行前又は給付すべき時

期の到来前に、債務金額が確定している場合に限って行うことがで

きるものである。 

よって、前金払をする場合には、その客観的な理由及び債務金額

が確定している根拠を、起案文書において明確にされたい。 

   （イ）議会政務活動費 

      起案文書において、前金払を行う理由や、前金払を行う時点で債

務金額が確定しているかどうかが不明確であった。 

 上記のとおり、前金払は、相手方の義務履行前又は給付すべき時

期の到来前に、債務金額が確定している場合に限って行うことがで

きるものである。 

よって、前金払をする場合には、その客観的な理由及び債務金額

が確定している根拠を、起案文書において明確にされたい。 

 （３）書類に形式上の不備はないか。 

   ア 民間施設ブロック塀等緊急安全対策促進事業費補助金 

     補助金交付申請書の提出年月日欄に記載がないものが見受けられた。 

     精華町民間施設ブロック塀等緊急安全対策促進事業費補助金交付要

綱第５条では「補助金の交付を受けようとする者は、精華町民間施設

ブロック塀等緊急安全対策促進事業費補助金交付申請書に、次の各号

に掲げる関係書類を添えて、当該工事の着手前に、かつ、申請する年

度の３月１日までに町長に申請しなければならない。」と規定されて

いる。 

つまり、補助金等の交付を決定するためには、申請が期限内に行わ

れているかを審査する必要がある。 

よって、補助金交付申請書には、提出年月日欄を記載するよう補助

事業者等に対して求められたい。 

   イ 木造住宅耐震改修等事業費補助金 

   補助金交付申請書の提出年月日欄に記載がないものが見受けられた。 

   精華町木造住宅耐震改修等事業費補助金交付要綱第６条では「補助
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金の交付を受けようとする者は、設計及び工事着手前に木造住宅耐震

改修等事業費補助金交付申請書及び関係書類を添えて町長に申請しな

ければならない。」と規定されている。 

     つまり、補助金等の交付を決定するためには、申請が期限内に行わ

れているかを審査する必要がある。 

     よって、補助金交付申請書には、提出年月日欄を記載するよう補助

事業者等に対して求められたい。 

 

 ２ 平成３０年度定期監査において指導した事項の改善状況 

   平成３０年度において指摘した内容については、おおむね改善の方向に

あることが確認された。 

 

 


